
母港 － 自船の位置は海図で確認してください。

2013年　日本小型船舶検査機構019908010
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母 港 第 8 号（瀬戸内海）-10  

沿海区域 

ただし、次のａからｂの各地点（ａ兵庫県明石川口左岸突端 ｂ同県淡路島江埼灯

台）を順次結んだ線、ｃからｄの各地点（ｃ同島諭鶴羽山山頂 ｄ徳島県吉野川口右

岸突端）を順次結んだ線、ｅからｆの各地点（ｅ愛媛県佐田岬 ｆ大分県八坂川口右岸

突端）を順次結んだ線、ｇからｉの各地点（ｇ同県華岳山頂 ｈ同岳山頂から３３０度３２

０００メートルの地点 ｉ福岡県貫山山頂）を順次結んだ線、ｊからｌの各地点（ｊ同県矢

矧川口左岸突端 ｋ同地点から０度１３０００メートルの地点 ｌ山口県網代埼）を順次

結んだ線及び陸岸により囲まれた水域並びに船舶安全法施行規則第１条第６項の

水域に限る。 
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